
令和   年   月   日  

 

 盛 岡 市 長 様 

 

                申告者 

     住所又は所在地                

 

  氏名又は名称                               

 

電話番号 

 

固 定 資 産 非 課 税 申 告 書 

下記固定資産について、非課税規定の適用を受けたいので市税条例に基づき、関係

書類を添えて申告いたします。 

記 

通知書番号  納税義務者名  

区 分 固 定 資 産 の 内 訳 
用途 

用に供し始めた時期 

土  地 

所在地、地目、地積 

 
 

 年  月  日 

家  屋 

所在地、家屋番号、種類、構造、床面積 
 

 

 年  月  日 

償却資産 

所在地、種類、数量 

 
 

 年  月  日 

事  由 

地方税法第 348条第２項第  号の  による非課税 市税条例の適用条項 

第 49条の２ 

第 49条の３ 

第 49条の４ 

第 49条の５ 

第 49条の５の２ 

 

※添付書類（全て写しで可） 

・法人設立許可書、規則又は定款、寄附行為、法人登記簿、事業の許認可書 

・非課税の規定を受けようとする土地又は家屋の登記簿謄本、地籍図又は平面図及び立面図、固定資産台帳 

・非課税の規定を受けようとする土地又は家屋の所有者が、学校法人又は社会福祉法人等非課税規定に該当する者

以外の場合は、それらに無償で使用させていることを証する書類 
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     住所又は所在地                
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固 定 資 産 非 課 税 申 告 書 

下記固定資産について、非課税規定の適用を受けたいので市税条例に基づき、関係書

類を添えて申告いたします。 

記 

通知書番号  納税義務者名  

区 分 固 定 資 産 の 内 訳 
用途 

用に供し始めた時期 

土  地 

所在地、地目、地積  

 

年  月  日 

家  屋 

所在地、家屋番号、種類、構造、床面積  

 
年  月  日 

償却資産 

所在地、種類、数量  

 

年  月  日 

事  由 

地方税法第 348条第２項第  号の による非課税 市税条例の適用条項 

第 49条の２ 

第 49条の３ 

第 49条の４ 

第 49条の５ 

第 49条の５の２ 

 

※添付書類（全て写しで可） 

・法人設立許可書、規則又は定款、寄附行為、法人登記簿、事業の許認可書 

・非課税の規定を受けようとする土地又は家屋の登記簿謄本、地籍図又は平面図及び立面図、固定資産台帳 

・非課税の規定を受けようとする土地又は家屋の所有者が、学校法人又は社会福祉法人等非課税規定に該当する者

以外の場合は、それらに無償で使用させていることを証する書類 

申告者の住所（または所在地）、氏

名（または名称）及び電話番号を記

入願います。 

納税通知書に記載されている通

知書番号を記入願います。 

納税義務者の氏名又は名称を記入願います。 

非課税の規定の適用を受けよ

うとする資産（土地、家屋、

償却資産）ごとに、所在地等

を記入願います。 

非課税の規定の適用を受けよ

うとする資産ごとに、その用

途とその用途に使い始めた時

期を記入願います。 

適用を受けようとする条項及び事由を記

入願います。 

記載例 



上記様式以外でも、下記事項を記載した書面で申告することができます。 

根拠法令 盛岡市市税条例第 49条の２～第 49条の５の２ 

 

１．申告書名『固定資産非課税申告書』 

２．申告の年月日 

３．申告者の住所（または所在地）、氏名（または名称）及び電話番号（氏名の後に

押印願います。）  

４．納税義務者名及び納税通知書に記載されている通知書番号 

５．非課税の規定の適用を受けようとする資産（土地、家屋、償却資産）ごとにその

資産の内訳、用途及びその用途に供し始めた時期 

【資産の内訳の記載内容】 

土  地：所在地、地目、地積 

家  屋：所在地、家屋番号、種類、構造、床面積 

償却資産：所在地、種類、数量 

６．非課税の適用を受けようとする条項 

７．添付書類 

（１）法人設立許可書、規則又は定款、寄附行為、法人登記簿、事業の許認可書 

（２）非課税の規定を受けようとする土地又は家屋の登記簿謄本、地籍図又は平

面図及び立面図、固定資産台帳 

（３）非課税の規定を受けようとする土地又は家屋の所有者が学校法人、社会福

祉法人等非課税規定に該当する者以外の場合は、それらに無償で使用させて

いることを証する書類 

 

その他不明な点などについては、資産税課へお問い合わせ願います。 


